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第１ 公園区域の変更 

１ 変更理由 

陸中海岸国立公園は、昭和 30 年５月２日に岩手県下閉伊郡普代村から岩手県釜石市までの太平洋

に面した海岸線を中心に指定された後、昭和 39 年６月１日には、釜石市から宮城県気仙沼市までの南

部地域が拡張され、昭和 46 年１月 22 日には岩手県久慈市から普代村までの北部区域の拡張とともに

３箇所の海中公園地区が指定された。その後、平成６年には公園区域及び公園計画の全般的な見直し

（再検討）、平成 12 年及び 17 年には公園区域及び公園計画の変更（点検）が行われている。 

本公園の北側に続く種差海岸階上岳地域は、陸中海岸北部から続く海成段丘の北端に当たる地域で

ある。海岸線は、岩礁海岸、砂浜海岸、海食海岸等の多様な地形が入り交じり、海岸植生、シバ草地、

クロマツ林等の植生とあいまって、変化に富む海岸風景が形成されるとともに、ウミネコ等の海鳥類

の重要な生息地にもなっている。また、階上岳は北上山地最北の山であり、高標高部には天然のヤマ

ツツジが群生しているほか、山頂からは、太平洋、八甲田連峰、北上山地の山々等が一望でき、優れ

た眺望を有している。 

本地域は、これらの自然の風景地が評価され、青森県立自然公園条例に基づき、種差海岸階上岳県

立自然公園に指定（昭和 28 年６月当初指定）されていたが、平成 22 年に評価を行ったところ（国立・

国定公園総点検事業（平成 22 年 10 月、環境省公表））、その地質及び地史の観点から陸中海岸国立公

園と一体のものとして拡張候補地に選定された。 

これを踏まえて、陸中海岸国立公園の第３次点検作業を開始した矢先、平成 23 年３月 11 日に東北

地方太平洋沖地震が発生した。この地震に伴う強い揺れ、大規模な津波及び地盤沈下は多くの人々の

生命や財産に被害をもたらすとともに、自然環境にも大きな影響を与えた。 

環境省は、東日本大震災からの復興に貢献するため、本地域を含む青森県八戸市の蕪島から宮城県

石巻市・女川町の牡鹿半島まで及びその周辺の自然公園を段階的に再編成し、三陸復興国立公園とし

て指定するとともに、被災した利用施設の復旧・再整備を行うこととした（三陸復興国立公園の創設

を核としたグリーン復興のビジョン（平成 24 年５月、環境省公表））。 

以上を踏まえ、今般、種差海岸階上岳地域を陸中海岸国立公園に編入し、わが国最大級の海食崖と

リアス海岸が連続した傑出した自然海岸を風景形式とする三陸復興国立公園として指定することによ

り、風致景観を保全するとともに、被災した利用施設の復旧・再整備を含む適正な利用の推進を図る

ものである。 
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２ 変更する公園区域 

 三陸復興国立公園の指定に当たり、陸中海岸国立公園の区域の一部を次のとおり変更する。 

（表１：公園区域（陸域）変更表） 

番号 区分 変 更 部 分 の 区 域 変 更 理 由 面  積（ha） 

１ 拡張 青森県八戸市 

大字金浜及び大字鮫町の各一部 

青森県三戸郡階上町 

 大字道仏の一部 

種差・階上海岸は陸中海岸北部から続く海成段丘の北端部

に位置する。岩礁海岸、砂浜海岸、海食海岸等の多様な地形

が入り交じり、海岸植生、シバ草地、クロマツ林等の植生と

あいまって、変化に富む海岸風景を形成している。加えて、

ウミネコ等の海鳥類の重要な生息地にもなっていることか

ら、風致の保護及び適正な利用を図るため、公園区域に編入

する。 

292 

 国 84  

 公 20  

 私 188  
 

２ 拡張 青森県三戸郡階上町 

 大字赤保内、大字田代、大字道仏、

大字鳥屋部、大字晴山沢及び大字平

内の各一部 

 階上岳は、牡鹿半島を南端として蕪島を北端とする北上山

地最北の山であり、山頂からは太平洋や、陸中海岸北部から

続く海成段丘が太平洋と接して種差・階上海岸を眺望するこ

とができ、これらと一体的な地域である。また、八甲田連峰、

北上山地の山々等も一望できる優れた眺望を有していると

ともに、高標高部には天然のヤマツツジが群生している等自

然景観の資質が高い地域を含むことから、これらの風致の保

護及び適正な利用を図るため、公園区域に編入する。 

2,131 

 国 0  

 公 23  

 私 2,108  
 

   

変 更 部 分 

面 積 計 

2,423 

 国 84  

 公 43  

 私 2,296  
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番号 区分 変 更 部 分 の 区 域 変 更 理 由 面  積（ha） 

   

変 更 前 

公 園 面 積 

12,212 

 国 2,690  

 公 3,016  

 私 6,506  
 

   

変 更 後 

公 園 面 積 

14,635 

 国 2,774  

 公 3,059  

 私 8,802  
 

 

 

 

（表２：公園区域（海域）変更表） 

番号 区分 変 更 部 分 の 区 域 変 更 理 由 面  積（ha） 

３ 拡張 青森県八戸市 

 大字金浜及び大字鮫町の各一部 

 の地先海面の一部 

青森県三戸郡階上町 

 大字道仏の一部の地先海面の一

部 

 種差・階上海岸の地先海面は、岩礁、海食海岸と一体とな

った優れた海上景観を形成するとともに、ウミネコやコクガ

ン、シノリガモ等の野鳥の生息地となっている。釣り、海水

浴等のレクリエーションの場としても重要であることから、

風景の保護及び適正な利用を図るため、公園区域に編入す

る。 

1,900 

 

   変 更 部 分 

面 積 計 

1,900 

   変 更 前 

公 園 面 積 

39,400 
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番号 区分 変 更 部 分 の 区 域 変 更 理 由 面  積（ha） 

   変 更 後 

公 園 面 積 

41,300 


